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女性職員の制服自由化について 

 

 

当金庫では、働きやすい職場環境の整備および多様性の尊重を目的として、

女性職員の服装に関する運用を見直すことにいたします。 

これまでは、制服着用を基本として参りましたが、昨今の社会的潮流や働き

方の多様化を踏まえ、制服着用を任意（自由化）とすることをお知らせいたし

ます。 

今後も皆さまに信頼いただける信用金庫として一層の金融サービス向上に 

取り組んで参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

実施日  2026年4月1日（水）より 

 

・ 2026年4月1日から2028年3月31日の間は移行期間とする関係上、制服着用の

職員とスーツ着用職員とが混在いたします。 

・ 2028年3月31日に女性職員の制服を廃止いたします。 

 


